
の特例」の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ 10 は、 の

分 取得等 の た の の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の 号に対 しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

の 要 類

11

の

住宅用の家屋の 等 の の しなど 等 の （その敷地の用
に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。） 類

・

15 等の
し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書

によって 積 明ら でないときには、それを明

ら にする書 も です。

2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金

銭により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出

してください。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類
類

15 等の
し

に るい れ の書
a の し

b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について

う 、 又は の 入を する に

係る 又は である場合には、住宅 保

保険 引受けを った 事

保 保険 されていることを証する書

も せて 出してください。

15 等の

等 した
記の 類
類

15 等の
し

等 の の しなどで
その 築等をした年 びにその 築等に
係る 事に した 用の額及びその明細を明ら
にするもの

15 等の

等 した
記の 類
類

10

15 し の し
用の の 等 の用 の用

記載した 類
等 した 用の の用 類

用の の 等

の の

類

・

の の などで、 の内容を証する書

受贈者の 名、生年

受贈者 贈与者の 定相 又は であること

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書

の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出を

することにより、 記事 証明書の原 の添付を

すること できます。

用の 記

の の

（注）

の 要等主な

　この の適用 などについては、33 の 又は
に 載されている「贈与 の 告のし た 特例のあらまし等（贈与

の配偶者 除の特例） 」を ください。

の 要

取得等 の   

記 の

用の の種類 等
記 の

7 1 31 1,500 1,000

8
31

1, 00 700

1,000 500

用の の種類
等

記 の

31
31

3,000 ,500

1,500 1,000

(注)1 受贈者 との 額は、 築等をする住宅用の家屋の種 とに、受贈者 にこの特例
の適用を受けようとする住宅用の家屋の 築等に係る の に た金額となります。
な 、 にこの特例の適用を受けて贈与 となった金額 ある場合には、その金額を 除

した 額 額となります。ただし、上記 の に ける 額は、 31 年 31
までに住宅用の家屋の 築等に係る を し、 にこの特例の適用を受けて贈与 と

なった金額 ある場合でも、その金額を 除する はありません。
また、 31 年 に住宅用の家屋の 築等に係る を してこの特例の適用を受け

る場合に いて、上記 及び の の 額のい れも適用できるときは、これらの金額のう
い れ い金額となります。

用の の 等

の

用の の 等

の

1 31

1 31

の 要

　 2 年 ら 年 12 31 までの に、 や など らの贈
与により、自 の居住の用に供する住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等（ 「 築
等」といいます。）の対価に てるた の金銭（ 「住宅取得等資金」といいます。）を取得し
た場合に いて、 定の を たすときは、 の 又は の の 額までの金額につ
いて、贈与 となります。

　 期 2 年 上である配偶者 ら、 居住用 動産（信託財産 居住用 動産である場
合の信託に関する 定の権利を含みます。）の贈与を受けた場合又は 金銭の贈与を受けその金銭
で居住用 動産を取得した場合（贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者 信託財産とし
て居住用 動産を取得した場合の信託に関する 定の権利を含みます。）で、 及び の場合とも
それ れの贈与を受けた年の 年 1 までにその居住用 動産を受贈者の居住の用に供し、

つ、その 引き き居住の用に供する みであるときは、 除額（11 ）の に、
贈与された居住用 動産の価額と贈与を受けた金銭のう 居住用 動産の取得に てた の金
額との合計額 ら 2 （その合計額 2 に たないときにはその合計額）を 除す
ること できます。
　な 、この特例は、贈与 の 告書等に、この特例の適用により 除を受ける金額（配偶者
除額）その他 な事 を記載するとともに、33 の に る添付書 を 出した場合に

り、その適用を受けること できます。
1 「居住用 動産」とは、 ら居住の用に供する土地 しくは土地の上に存する権利又は家屋で 内にあ
るものをいいます。

2　 住宅などのように居住の用とそれ の用に供されている 動産である場合は、居住の用に供
している のみについて配偶者 除の特例 適用されます。

用の の 等 等の 等の

の
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